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情報交換会は、町長が地域に出向いて直接自分の目で見、耳で聞き、現場を把握し、できうる限り町の

主役である町民皆様方の声を町政に反映させるため、また、役場の仕事についての情報提供と地域住民と

の意見交換を行うために開催するものです。

開催については、町内会単位のほか地域内でのサークルや各団体単位での要望にも対応致します。また、

他の町内会との合同開催でも結構です。

なお、情報交換会申込みは随時受け付けています。

詳細についてのお問い合わせや開催のお申込みは、下記までご連絡ください。

◎申込み・問い合わせ先 役場総務課企画室企画係（内線207・208）

町長が出向き皆様の声をお聞きします

情報交換会をご利用ください

広報８月号と一緒に、訪問販売お断りステッカーを全戸配付いたしましたが、皆さん活用していますか。

北海道消費生活条例では、玄関先等に「訪問販売お断り」と明示したステッカーを貼ってある場合は、「拒

絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています。

悪質な訪問販売による被害が各地で相次いでいます。皆さん、是非ステッカーを活用して、悪質な業者

から身を守りましょう！

もし、ステッカーを紛失してしまったり、１枚では足りない等ございましたら、消費生活相談窓口にご

ざいますので、お気軽にお問い合わせください。

◎この記事に関するお問い合わせ先 消費生活相談窓口（役場経済課内） 緯59－1000

「訪問販売お断りステッカー」活用していますか？

小平町社会福祉協議会では、お一人でお正月を迎える80歳以上の方及び、80歳以上の夫婦世帯（どちら

かが介護認定を受けている方）におせち料理をお届けします。

■申込締切 12月15日（水）まで

■おせちの配達 12月30日（木）午後より

※配達当日留守にされる場合ご連絡をお願いします。

◎申込み先 小平町社会福祉協議会 緯59－1643

［民生委員さんやヘルパーさんに申し込まれても結構です。］

おせち料理を無料サービスします

※お一人暮らしまたは夫婦世帯であっても、子ども・親戚宅で新年を迎える方や、お正月に

ご家族が来られる方はご遠慮願います。


